
（様式第１号）

○申請に対する処分の審査基準・標準処理期間

経済部 農林水産課 管理係

相対売等の承認

徳島市立食肉センター条例施行規則

第２５条第３項

（電話 ６２１－５２４５）

１ 対象となる申請者
徳島市立食肉センターの卸売業者

２ 対象となる卸売方法
徳島市食肉卸売市場で行う相対売又は定価売

３ 相対売等の承認基準
 (1) 売買に参加する者が著しく少数で，せり売又は入札売によると不

当な価格が生ずるおそれがある場合
 (2) せり売又は入札売により生じた残品の卸売をする場合
 (3) 卸売業者と買受人との間においてあらかじめ締結した契約に基づ

き確保した取扱物品の卸売をする場合
 (4) 徳島市立食肉センター条例第24条ただし書の規定によりその市場

における買受人以外の者に対して卸売をする場合

設定等年月日 平成２４年 ８月 １日設定（平成 年 月 日最終変更）

標準処理期間 総日数 即日

（設定しない
ものについて
はその理由）

設定等年月日 平成２４年 ８月 １日設定（平成 年 月 日最終変更）
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